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はじめに 

 
 
 ポルトガルの地方自治制度については、制度を総合的に紹介する刊行物が永らく待た

れていたが、このたび「クレアレポート」として「ポルトガルの地方自治」を出版する運

びとなった。本書は、当協会のパリ事務所において、文献資料の収集や実地調査を行い、

まとめたものである。 
 調査には、言語の制約をはじめとする様々な困難があるため、不十分な説明部分も多々

あると思われるが、ポルトガルの地方自治の概説書として関係者の方々にご活用いただけ

ればと思う。また、不適切な部分についてはご指摘・ご教示いただければ幸いである。 
 本書の作成にあたり、在ポルトガル日本国大使館、ジェトロ・リスボン事務所、またポ

ルトガル都市・地方行政・住宅・地域開発省ほか、ポルトガルの地方団体関係者に多くの

ご協力を頂いた。本書の発行にあたり、改めて御礼申し上げたい。 
 
 
                    （財）自治体国際化協会 パリ事務所長



概要 

 
第１章 

本章では、地理、気候、人口、宗教といったポルトガルの国勢と 12 世紀の建国時から

1976 年の第３共和制成立までを中心とした歴史の紹介をするとともに、1976 年に成立し

た第３共和制について説明する。ポルトガルは、1932 年からサラザール体制により地方自

治は大きく後退した。このサラザール体制崩壊後に発布された 1967 年憲法が現在のポル

トガル国家制度及び地方制度の基礎となっている。 
 
第２章 

本章では、憲法及び地方自地方関連法による法的枠組みの解説を行うとともにポルトガ

ルの地方団体の種類とそれぞれの権限、各審議機関、執行機関等を紹介する。なお、ポル

トガル本土においては、フレゲジーア、ムニシーピオ、州が憲法上の地方団体であるが、

ポルトガル本土の州については、まだ創設に至っていないことに留意されたい。 
 
第３章 

本章では、地方議員選挙制度、地方議会制度、地方議員の権利と義務等を紹介する。地

方議員の被選挙権は、18 歳以上のポルトガル国籍を有した者であり、任期は４年である。

また地方議員は、原則無報酬であり、議会出席にあたり一定額の手当が支払われるのみで

ある。 
 
第４章 

本章では、フレゲジーア及びムニシーピオを中心に地方財政制度の内容と特徴について

説明する。なお、ポルトガルの地方財政制度は、法律により全国共通のルールのもと運営

されている。 
 
第５章 

本章では、地方団体の監督制度を説明する。地方団体の監督は、国の機関、会見監査及

び行政裁判所により実施されている。 
 
第６章 

本章では、地方公務員制度を説明する。ポルトガルには、地方公務員制度を規定する法

律等は存在せず、原則、国家公務員の制度が適用されている。 
 
第７章 

本章では、①地方分権の停滞、②地域格差と財政難、③州と広域行政組織をテーマとし、

ポルトガルの地方団体が抱える諸問題を紹介する。 
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